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第１章  計画の策定にあたって 

 

１ 地域福祉とは 

近年の社会情勢をみると、少子高齢化の進行や家族形態の変化、地域社会の変容等に

より、私たちを取り巻く環境は大きく変化し、福祉に対するニーズは多様化・複雑化し

ています。そのような一人ひとりの福祉ニーズに対応するためには、公的なサービスだ

けでなく、住民同士が互いに助け合い、支え合う様々な活動を地域で展開することが必

要となっています。 

誰もが住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れるよう、住民、福祉関係機関・

団体、行政等が、助け合い・支え合いの取り組みについて協力し、お互いの不足を補い

合いながら、地域全体で福祉を推進していくことが『地域福祉』となります。 

 

■地域福祉の取り組みイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

地域全体がお互いに協力し、 

だれもが住み慣れた地域で安心して、 

自分らしく暮らし続けられることを目指します。 

行 政 

見
守
り
や
ち
ょ
っ
と
し
た

助
け
が
必
要
な
人
た
ち 

行政や団体等による

支援やサービス 

社会福祉協議会 

社会福祉協議会支部 

市民による支え合い 
民生委員・児童委員等 

自治会・ 

町内会 

社会福祉法人、 

事業者、学校等 

ボランティア団体、 

NPO 法人等 



3 

 

２ 計画策定の背景等 

（１）計画策定の背景と趣旨 

日本の社会は、都市化が進む中で、家族構成の核家族化、ＩＴ化、ライフスタイルの

多様化等の社会構造の変化により、これまで日本の社会が築いてきた家族や地域のつな

がりが希薄となり、孤独死や虐待、引きこもり、ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）

等が、大きな社会問題となっています。 

 

このような社会情勢の変化に対応し、国の動きとしては、平成 12 年の社会福祉法の

改正により、地域福祉の推進が位置付けられて以降、現行の仕組みでは対応しきれない

多様な生活課題を解決するために、地域における支え合いの仕組みづくりが重要である

こと等が示されてきました。 

 

また、団塊世代が 75 歳以上の後期高齢者となる令和７年を目途に、医療、介護、生

活支援、介護予防、住まいが一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築に向けた

取り組みが求められる中、平成 27 年には、多機関・多分野の協働による包括的な相談

支援体制と、高齢・障がい・児童等への福祉サービスを総合的に提供できる体制の構築

を目指す「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」が厚生労働省より公表されまし

た。 

 

さらに、平成 29 年には、制度や分野ごとに捉えられてきた課題等に対し、支援する

側・される側という関係を超えて、市民一人ひとりが「我が事」として捉え参画するこ

と、さらに世代や分野に関わらず「丸ごと」つながることで、すべての人の暮らしと生

きがいを地域とともに創っていく「地域共生社会の実現」が目標に掲げられるとともに、

平成 30 年には、市町村による市民と行政等との連携による包括的支援体制づくりをは

じめ、地域福祉計画策定の努力義務化や福祉分野の共通事項を記載する「上位計画」と

しての位置づけが盛り込まれた「改正社会福祉法」が施行されました。 

 

このような状況の中、本市においても、平成 18 年度に「第１次地域福祉計画」を策

定して以降、誰もが住み慣れた地域で、心豊かに安心して暮らせるよう、市民と行政、

関係団体等が連携し、地域福祉の充実にむけた総合的な取り組みを進めてきました。 

この度、令和２年度で「第３次地域福祉計画」の計画期間が終了しますが、更なる地

域福祉の充実を図るため、令和３年度から令和７年度までの５ヵ年を計画期間とした

「第４次地域福祉計画」を策定します。 
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（２）地域共生社会とは 

地域共生社会とは、「支え手側」と「受け手側」というこれまでの固定した役割分担を

超え、市民がその人に応じた役割をもち、地域の関係団体等とつながりながら、支え合

う地域社会のことです。これにより、これまで対応が難しかった「世帯の複合的な課題」

や「制度の狭間（これまでの制度で対象とならなかった課題）」をはじめ、ちょっとした

日常の困りごとに柔軟に対応していこうという取り組みが各地で始まっており、こうし

た取り組みを通じ、「地域共生社会づくり」を進めていくことが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※厚生労働省「地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の整備について」より 
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（３）国の主な動き 

 

 国の動き 

平成 12 年 
・社会福祉法の改正（利用者の立場に立った社会福祉制度の構築ほか） 

・介護保険法の施行 

平成 18 年 ・高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の施行 

平成 24 年 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行 

・障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の施行 

・厚生労働省通知「地域において支援を必要とする者の把握及び適切な支援

のための方策等について」 

・社会保障・税の一体改革大綱決定 

平成 25 年 

・社会保障審議会生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会報告書 

・健康日本 21（第２次）計画策定 

・社会保障制度改革国民会議報告書 

・災害対策基本法の改正（被災者支援の充実ほか） 

平成 26 年 
・子どもの貧困対策の推進に関する法律の施行 

・介護保険法の改正（地域支援事業の充実ほか） 

平成 27 年 ・生活困窮者自立支援法の施行 

平成 28 年 

・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の施行 

・地域共生社会（「我が事・丸ごと」の地域づくり）の実現に向けた中間報

告の公表（社会福祉法、介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法） 

・成年後見制度の利用の促進に関する法律の施行 

平成 29 年 

・「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法

律」の公布（社会福祉法の一部改正により、地域共生社会実現に向けた取

り組みを推進） 

・地域共生社会の実現に向けた地域力強化検討会の最終とりまとめの公表 

（社会福祉法 市町村における包括的な支援体制の構築ほか） 

・厚生労働省通知「地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について」

（市町村地域福祉計画の策定ガイドライン公表ほか） 

平成 30 年 

・改正社会福祉法の施行（市町村による市民と行政等との連携による包括的

支援体制づくりほか） 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童 

福祉法の一部改正（一部の規定を除く。）の施行 

・改正バリアフリー法の施行 

令和元年 ・地域共生社会推進検討会の設置及び最終とりまとめ 

令和３年 
・地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律の施行

（市町村の包括的な支援体制の構築の支援ほか） 



6 

 

■市町村地域福祉計画の策定ガイドラインについて 

平成 29 年に国から示された「地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について

（地域福祉計画策定ガイドライン）」においては、計画の中に取り入れなければならない

事項として、次の５項目が挙げられています。 

 

① 地域における高齢者の福祉、障がい者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通   

して取り組むべき事項 

② 地域における福祉サービスの適切な利用の促進に関する事項 

③ 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

④ 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

⑤ 包括的な支援体制の整備に関する事項  

 

 

（４）県の主な動き 

千葉県においては、平成 27 年に「第三次千葉県地域福祉支援計画」を策定するとと

もに、令和元年には、第三次計画の見直しを行っています。 

主な取り組みの方向性としては、「１．互いに支え合う地域コミュニティの再生」、「２．

生涯を通じた福祉教育と地域福祉を支える人材の育成」、「３．医療・福祉サービスの安

定的な供給と地域活動基盤の強化」、「４．支援が必要な人、一人ひとりを支える相談支

援体制の充実・強化」の４つのポイントを定め、「互いに支え合い、安心して暮らせる地

域社会」の構築を目指しています。 

また、市町村の役割として、地域住民等が主体的に地域生活課題を把握し解決を試み

ることができる環境の整備、地域生活課題に関する相談を包括的に受け止める体制の整

備、多機関の協働による包括的な相談支援体制の構築等を通じ、包括的な支援体制を整

備していくことが示されています。 
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３ 計画策定の位置づけ 

地域福祉計画は、地域における福祉施策を総合的に推進していくための計画であり、社

会福祉法第 107 条に基づく市町村地域福祉計画です。本計画は、平成 30 年に施行され

た社会福祉法の改正において、福祉の各分野における共通事項を定める上位計画として

位置付けられました。 

また、本計画は、市政運営の基本方針である「印西市総合計画」に則した福祉分野の計

画として、関連する高齢者・障がい者・児童等の個別計画との整合・連携を図っていくも

のとします。 
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４ 地域福祉計画と地域福祉活動計画との関係について 

「地域福祉計画」は、社会福祉法第 107 条に基づき、地域福祉の推進に向けた基本理

念や基本目標、施策、取り組みの方向等を明らかにした行政（市）の計画です。 

一方、「地域福祉活動計画」は、社会福祉法第 109 条に規定されている社会福祉協議

会が策定する民間の行動計画で、地域住民や民間活動団体との協働のもと、どのように地

域福祉を推進していくかをまとめたものです。 

地域福祉推進のための「基盤や仕組み」をつくる「地域福祉計画」と、それを実行する

ための、地域住民の活動・行動のあり方をつくる「地域福祉活動計画」は、言わば車の両

輪として、お互いに補完・補強し、相互に連携することが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域福祉計画 

基盤や仕組みをつくる 

地域福祉活動計画 

地域住民の活動・ 

行動のあり方をつくる 

● 

理念や社会基盤、地域の福祉課題等の共有と相互補完・連携 

地域福祉計画 

社会福祉法第 107 条に基づく 

行政（市）の計画 

地域福祉活動計画 

社会福祉法第 109 条に規定される

社会福祉協議会が策定する 

民間の計画 

印西市の地域福祉の推進 
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第 107 条（市町村地域福祉計画） 

市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計

画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとする。 

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共

通して取り組むべき事項 

二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

五 前条第一項各号に掲げる事業を実施する場合には、同項各号に掲げる事業に関

する事項 

 

 

 

第 109 条（市町村社会福祉協議会） 

市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内におい

て次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であ

って、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関

する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会福

祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定

都市以外の市及び町村にあってはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業

を経営する者の過半数が参加するものとする。 

一 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

二 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

三 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 

四 前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るた

めに必要な事業 
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５ 計画の期間 

本計画の計画期間は、令和３年度から令和７年度までの５ヵ年とします。 

なお、計画内容については、社会状況の変化や国・県における地域福祉政策の動向に応

じて、適宜見直しを行っていくものとします。 

 

 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 

総合計画 基本構想      

     基本計画      

地域福祉計画 
 

    

地域福祉活動計画 

（社会福祉協議会） 
     

高齢者福祉計画及び 

介護保険事業計画 
     

障がい者プラン  
 

  
 

いんざい子育てプラン   
 

  

自殺対策計画    
 

 

成年後見制度利用促進 

基本計画 
     

 

 

  

令和３年度～令和１２年度 

令和３年度～令和７年度 

令和３年度～令和７年度 

令和３年度～令和７年度 

令和３年度～令和５年度 令和６年度～令和８年度 

令和３年度～令和５年度 令和６年度～令和８年度 

令和２年度～令和６年度 

令和３年度～令和７年度 

令和３年度～令和７年度 
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第２章  計画の推進体制 

 

１ 協働による計画の推進 

本計画を推進していくためには、市、社会福祉協議会をはじめとした社会福祉法人、

地域、市民団体、事業者、市民等が連携し、自助・共助・公助のそれぞれの立場で協力

し合う「協働」を基本として、計画の推進を図ります。 

 

 【自助・共助・公助とは】 

○自助とは、自分や家族でできることは、自分で行うことです。 

○共助とは、隣近所や自治会・町内会をはじめ、関連団体や事業者等

が協力し合うことです。 

○公助とは、個人や地域で解決できない課題に対して、行政や公的機

関等の各種サービスを活用し、課題解決を図ることです。 

 

地域福祉を推進する上で、自助・共助・公助のそれぞれの役割を果た

し、お互いに力を合わせることが必要とされています。 

 

  

主 体 役 割 

市民 

庁内一人ひとりが地域を担う一員だという自覚を持ち、

隣近所や身近な地域住民と協力し、地域福祉活動やボラン

ティア活動に積極的かつ主体的に参加していきます。 

社会福祉協議会及び 

その他の社会福祉法人 

地域福祉活動を推進する担い手として、市や関係団体等

との連携を図りながら、地域福祉活動を推進していきま

す。 

特に社会福祉協議会においては、「地域福祉活動計画」

に基づき、地域福祉の推進の中心的な存在として、主体的

に地域福祉活動に取り組みます。 

民生委員・児童委員、

自治会・町内会、 

市民団体、事業者等 

地域での地域福祉を推進する各団体等が、それぞれの役

割・立場を踏まえ、市や関係団体等との連携を図りながら、

地域福祉活動を推進していきます。 

市 

庁内各課との分野横断的な連携をはじめ、社会福祉協議

会、関係団体、事業者、市民等との連携を図りながら、総

合的に地域福祉施策を推進していきます。特に、社会福祉

協議会との連携・協力を密にして、地域福祉の充実に取り

組んでいきます。 
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２ 計画の進行管理 

本計画を推進していくために、計画の進捗状況を庁内関係各課において把握するとと

もに、「印西市地域福祉計画推進委員会」にて毎年度点検・評価を行っていきます。 

本計画の進行管理においては、「ＰＤＣＡサイクル（計画策定[Plan]―実施[Do]－点

検・評価[Check]－改善[Action]）」を活用し、各施策の効果や改善点を明らかにし、今

後の施策の充実を図ります。 

また、計画と実施状況にかい離が生じた場合等は、必要に応じ見直しを行っていきま

す。 

 

 

【PDCA サイクルのイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

取り組んでいく事業の

計画を策定する 

計画に基づき事業

を実施する 

事業の進捗度や効果を

検証・評価する 

検証・評価結果に基づき

事業計画の見直し等を

行う 
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３ コロナ禍における地域福祉の推進 

令和２年に新型コロナウイルス感染症が世界的に流行し、日本でも急速な蔓延により

生活や経済に甚大な影響を及ぼす恐れがあるものとして緊急事態宣言が発出されると

いう未だかつてない事態となりました。従来の生活では考慮しなかった場においても感

染症対策を講ずる必要が生じていることから、様々な地域福祉活動においてもソーシャ

ルディスタンス、マスクの着用、手洗いや三つの密（密集・密接・密閉）を避ける等の

対策を取り入れた「新しい生活様式」に沿った活動方法を創意工夫し、これまで培って

きたつながりを切らさず継続的な活動を行うことにより、地域福祉の普及・啓発・推進

に努めていきます。 

 

 

■従来の地域福祉活動は・・・ 

○人と人が集う交流活動  ○訪問による見守り活動  等 

人との対面を中心とした方法で、活動を実施 

 

 

 

■新型コロナウイルス感染症が流行している状況下では・・・ 

  人との接触機会の削減等の要請により、従来の活動が困難 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新しい生活様式に沿った活動方法を創意工夫し、活動を進める 

 

〇交流の場におけるソーシャルディスタンス、マスク着用、換気等お互いの 

安全を守る意識・行動の定着  

○少人数・短時間でできる活動   

○オンラインによる講座や会議等の開催 

  ○電話やインターネット等を用いた見守り活動  等 
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第３章  計画の基本的な考え方 

 

１ 基本理念 

本市では、これまで、地域福祉計画の基本理念を「声をかけあい つながりあい 思いや

り支え合う 印西市」とし、市民一人ひとりが福祉の受け手であり支え手であるという「地

域での支え合い意識」を育て、思いやりと支え合いのもと、誰もが安心して住み続けられ

るまちづくりを推進してきました。 

  

第４次計画では、第３次計画の取り組みをさらに充実・発展させ、「地域での助け合い・

支え合い意識」を育て、包括的なネットワーク形成・相談体制強化を図りつつ、社会問題

化した様々な課題への対応力も高めることで、「地域共生社会」の形成を推進し、誰もが

明るく生き生きと暮らせるまちづくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【施策を進める上で、第４次計画が目指す「地域福祉の姿」】 

第４次計画では、地域福祉を推進する施策を進める上で重要となる「地域福祉を担う人

づくり」をはじめ、「人と人をつなぐ仕組みづくり」、「生き生きと暮らせる生活環境づく

り」、「必要とされる支援・サービス等の提供体制づくり」に取り組み、誰もが「住んでい

てよかった」と思えるまちづくりを目指します。 

 

 

  

基本理念 

つながりあい 支え合い 

生き生きと暮らせるまち いんざい 

地域福祉を担う 

人づくり 

 

必要とされる 

支援・サービス等の 

提供体制づくり 

誰もが 

「住んでいてよかった」と 

思えるまちづくり 

生き生きと暮らせる 

生活環境づくり 

人と人をつなぐ 

仕組みづくり 
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２ 基本目標  

本計画では、基本理念の実現に向けて、次の３つの基本目標を掲げます。 

 

基本目標１  市民による地域福祉の推進 

「市民」はまちづくりの主役であり、地域福祉の推進には、市民が主体となった地域

福祉活動が不可欠です。高齢化の進展や人間関係の希薄化等により、「共助」の重要性

がより高まっている中で、確実に地域福祉体制を維持するためには、地域福祉活動の担

い手となる人材の確保・育成が必要です。 

このため、市では、市民に対する意識啓発・情報提供・交流機会の提供・講座の実施

等を通じて、人材確保・育成を図るとともに、活躍の場の提供などによる社会参加への

支援を行っていきます。 

 

基本目標２  支援が必要な人への体制づくり 

地域に住む人たちが抱える課題は、「介護」「障がい」「子育て」「困窮」等多岐に渡り、

かつ複雑化・複合化してきています。高齢化等により、支援を必要とする人の増加も懸

念される中で、これまでの縦割り型の支援体制では対応に限界があることから、地域に

おける包括的な支援体制の構築が求められています。 

このため、市では、「市民」「地域活動団体」「社会福祉法人」「NPO 法人」「民生委員・

児童委員」「行政」といった、地域福祉を担う構成員の連携による地域福祉支援ネット

ワークの構築を進めるとともに、包括的な相談体制の構築や市民に必要とされる高齢

者福祉・障がい者福祉・児童福祉等における各種福祉サービスの充実を図ることで、地

域福祉力向上に向けた体制づくりを進めていきます。 

 

基本目標３  安全・安心が実感できる環境づくり 

近年、大規模な自然災害の発生や新手の特殊詐欺・サイバー犯罪の増加、新型コロナ

ウイルス感染症の流行等、市民の安全を脅かす要因が増加している中、特に、高齢者や

障がい者等の支援が必要な人に被害が集中する傾向が見受けられます。 

このため、市では、いざという時、支援を必要とする人を地域ぐるみで守っていける

よう、地域人材を活用した防災・防犯体制を構築・推進していくとともに、普段の生活

に対しても、バリアフリー化の推進等を行い、誰もが暮らしやすい生活環境の構築に努

めていきます。 

また、認知症や障がいのある人が地域において安心して暮らしていけるよう、成年後

見制度等の権利擁護に関する取り組みを推進していくとともに、市民の生活面に重大

な影響を及ぼすことになりうる「生活困窮」「虐待」「自殺」「ひきこもり」「８０５０」 

「ダブルケア」などの地域福祉が抱える様々な問題への対策や近年増加を続ける外国

人が安心して生活できる環境づくりについても取り組んでいきます。 
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３ 施策体系  

３つの基本目標に関連する基本施策は次のとおりとします。また、本計画では、重点施

策を設定し、取り組みの強化を図ります。 

 

 

 

基本目標・基本施策  市の主な取り組み（★は重点施策）  

【基本目標１】市民による地域福祉の推進 

（１） 
市民の福祉意識の向上と 

市民交流への支援  

①地域福祉への意識啓発の推進（★） 

②市民同士の交流機会・ふれあいづくりの推進 

（２） 
地域福祉推進のための 

人材の確保・育成  

①地域福祉の核となる人材の育成（★） 

②民生委員・児童委員の充実 

③市民活動への支援やコーディネート  

【基本目標２】支援が必要な人への体制づくり  

（１） 地域福祉支援ネットワークの構築  

①地域包括支援体制の確立（★） 

②社会福祉協議会等の関係団体との連携強化 

③地域での見守り・孤立化防止対策の推進  

（２） 相談体制・情報提供体制の充実  

①福祉総合相談窓口の設置（★） 

②福祉サービス等に関する相談・情報提供体制

の充実 

③専門知識を持つ人材の確保  

（３） 
市民ニーズに応える 

福祉サービスの充実  

①高齢者福祉サービスの充実 

②障がい福祉サービスの充実 

③児童福祉サービスの充実 

④福祉サービス等の質的向上 

【基本目標３】安全・安心が実感できる環境づくり  

（１） 
地域ぐるみでの 

防災・防犯体制の構築  

①避難行動要支援者対策の推進（★） 

②自主防災活動等の推進 

③福祉避難所の充実 

④地域における防犯体制の強化  

（２） 
誰もが暮らしやすい 

生活環境づくり 

①外出しやすい環境づくりの充実（★） 

②バリアフリー・ユニバーサルデザインの推進 

③多文化共生への対応  

（３） 

市民一人ひとりの人権が尊重・擁

護され安心して暮らせる環境づく

り 

①成年後見制度の利用促進（★） 

②生活困窮者等の自立支援の推進（★） 

③虐待防止対策の推進 

④自殺対策の推進 

⑤人権尊重・擁護の推進  

【基本理念】 つながりあい 支え合い 生き生きと暮らせるまち いんざい 
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４ 第４次計画における新しい施策の主なポイント 

第４次計画における新しい施策の主なポイントとしては、次の項目が挙げられます。 

 

【ポイント１】 地域課題の解決に向けた体制づくり 

住民主体による、地域福祉支援ネットワーク構築による地域課題を解決する仕組み

づくり等を進めます。 

☛ 25 ページ参照 

 

【ポイント２】 関係団体等との連携強化 

これまでの制度では対応が困難であった複合的な課題や地域課題の解決に向け、高

齢者や障がいのある人、子育て家庭等の分野横断的な連携を進めるとともに、地域福祉

を推進する関係団体等との連携強化に取り組みます。 

☛ 25 ページ、27 ページ等参照 

 

【ポイント３】 福祉総合相談窓口の設置 

だれでも気軽に悩み等を相談できる環境をつくるとともに、これまでの制度で支援

が届きにくい人等に対し、包括的で総合的な相談支援が行える体制づくりに取り組み

ます。 

☛ 27 ページ参照 

 

【ポイント４】 避難行動要支援者対策の推進 

「避難行動要支援者避難支援計画」に基づき、避難支援関係者を中心とした避難行動

要支援者への支援体制づくり等を進めます。 

☛ 32 ページ参照 

 

【ポイント５】 外出しやすい環境づくりの充実 

「地域公共交通計画」に基づき、公共交通ネットワークの再構築を図るとともに、「買

物弱者」に対する支援の検討や、障がいや高齢のために移動が困難な人に対する送迎サ

ービスの実施を進めます。 

☛ 35 ページ参照 

 

【ポイント６】 成年後見制度の利用促進に向けた体制等の整備 

「成年後見制度利用促進基本計画」に基づき、成年後見制度の利用促進に向けた相談

窓口の充実や体制づくり等に取り組みます。 

☛ 38 ページ、42～48 ページ参照  
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第４章  施策の展開 

 

【「施策の展開」ページの見方】 

 

基本目標１ ○○○○○○○○○○○ 

 

（１）○○○○○○○○○○○ 

 

 現状と課題 

 

 

 

 

 

 地域の目指す姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市の主な取り組み 

 

① ○○○○○○○○○○○○○ 

○ 

 

[担当課等] 

・ 

 

 
 
 
 

 

行政 地域 市民 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

●地域や市民の活動等を支援・補完する市

の主な取り組み内容や市が提供する主

な福祉関連サービス等を記載 

 

●施策の方向性として、「行政」と「地域」、

「市民」の目指す姿と「地域全体」とし

ての目指す姿を記載 

 

 ●基本施策毎に、現状と課題を整理 
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基本目標１ 市民による地域福祉の推進 

 

（１）市民の福祉意識の向上と市民交流への支援 

 

 現状と課題 

 

●地域共生社会の実現に向け、市民と地域に関わる人が地域福祉への意識を高め、地域

福祉への市民の主体的な参加が得られるよう意識啓発を行うことが重要とされていま

す。 

●アンケート結果では、福祉の取り組みに関する重要度について、重要度が「高い」と

「やや高い」の合計では、「地域の支え合い、助け合いを啓発するまちづくり」が市民・

団体ともに上位となっています。また、団体が地域福祉を推進していく上で重要なこと

についても、「若い世代や新住民への啓発活動の充実」が上位となっていることから、若

い世代や新住民を含めた支え合い、助け合いの啓発の強化が重要と考えられます。 

さらに、地域福祉計画や社会福祉協議会、社会福祉協議会支部、民生委員・児童委員

についての認知状況をみると、「名前も内容も知っている」がいずれも２割未満となって

おり、市民への周知が十分でない状況がうかがえます。 

●誰もが住み慣れた地域で、安心して暮らすためには、市民同士がふれあいを深め、支

え合い、助け合いの関係を築いていくことが必要とされています。 

●アンケート結果では、身近な地域で気になること・問題と感じることについて、「近所

づきあいが希薄」と「新住民と旧住民や世代を超えたふれあい・交流がない」が多いこ

とから、新旧住民や世代間を含めた市民同士の交流促進が重要と考えられます。 

 

 

 

本市の取り組みにおいては、学校での福祉教育や市民に対する地域福祉への意識啓発

とともに、市民同士のふれあいづくりが必要とされています。また、今後の取り組み課

題として、様々な機会をとらえた計画の周知や社会福祉協議会の認知向上とともに、障

がい者の生活、就労、活動についての理解促進に向け、市民からの意見等を踏まえた啓

発等が求められています。 
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 地域の目指す姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市の主な取り組み 

 

①【重点施策】地域福祉への意識啓発の推進  

○市民の福祉意識の向上を図り、人材の確保につなげられるよう、広報いんざいや市

ホームページ等の市が発信する各種媒体をはじめ、社会福祉協議会や市民活動支援

センター等を含む多様な媒体と連携し、地域福祉に関する情報発信に取り組みます。 

[担当課等] 

 ・市民活動推進課 ・障がい福祉課 ・社会福祉協議会  

  

〇市の地域福祉推進の基本理念を示す「地域福祉計画」や地域福祉を推進することを

目的とする団体である「社会福祉協議会（社会福祉協議会支部含む）」、身近な地域で

福祉に関する相談・支援を担っている「民生委員・児童委員」等の認知度向上に取り

組みます。 

[担当課等] 

・社会福祉課 ・子育て支援課 ・社会福祉協議会  

 

○市民の福祉意識を醸成し、地域福祉への理解を深めるため、学校等での福祉教育を

はじめ、福祉への理解を深める出前講座、障がい者や高齢者等の理解を深める講演

会や体験学習等の実施に取り組みます。 

[担当課等] 

・障がい福祉課 ・指導課 ・高齢者福祉課 ・生涯学習課 ・社会福祉協議会 

 

  

地域福祉への理解を深

め、身近な地域等での

市民同士のふれあいづ

くりを進めます。 

行政 地域 市民 

啓発活動や福祉教育活

動の推進とともに、市

民同士のふれあいづく

りを進めます。 

地域福祉に関する情報

発信や学びの場、交流の

場の提供を進めます。 

市民の地域福祉への理解が深まり、支え合い、助け合える関係を築きます。 
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② 市民同士の交流機会・ふれあいづくりの推進  

○市民団体等の活動の拠点となる市民活動支援センターや地域福祉センター等の利活

用を促進するとともに、団体間の交流機会を創出する等地域内の交流支援に取り組

みます。 

[担当課等] 

・社会福祉課 ・市民活動推進課 ・関係各課  

 

○属性や世代を超えて、地域でのふれあいが進むよう、各社会福祉協議会支部が行っ

ているふれあいサロンや安全パトロール、小学校との交流事業等の交流の場づくり

の推進に取り組みます。 

[担当課等] 

・社会福祉課 ・指導課 ・関係各課 ・社会福祉協議会 

 

○市民同士の交流促進に向け、地域での世代間交流をはじめ、公民館・中央駅前地域交

流館まつりやいんざい産業まつり等の各種イベントの実施、総合型地域スポーツク

ラブを通じた地域交流、外国人との交流体験等に取り組みます。 

[担当課等] 

・生涯学習課 ・農政課 ・スポーツ振興課 ・企画政策課 ・保育課 

・関係各課 ・社会福祉協議会 
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（２）地域福祉推進のための人材の確保・育成 

 

 現状と課題 

 

●地域共生社会の実現に向け、地域福祉を推進する人材の育成とともに、地域住民、ボ

ランティア団体、ＮＰＯ等の社会福祉活動への支援が重要とされています。 

●アンケート結果では、身近な地域で気になること、問題と感じることについて、「自治

会・町内会の役員や福祉の担い手が不足」が市民、団体ともに上位となっています。ま

た、団体の活動をする上での苦労や課題についても、活動の担い手の高齢化や次世代の

担い手不足の声があることから、福祉の担い手育成に向けた取り組みが重要と考えられ

ます。 

 

 

本市の取り組みにおいては、社会福祉協議会と連携し、各種講座の実施による地域福

祉を担う人材の確保・育成に取り組むとともに、ボランティア活動等への支援が必要と

されます。さらに、確保・育成した人材を必要とする場へつなぐことができるよう市民

活動やボランティア等へのコーディネートが求められています。また、今後の取り組み

課題として、地域福祉の中心的存在である民生委員・児童委員の充実を図る必要があり

ます。 

 

 

 

 地域の目指す姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域活動やボランティ

ア活動に関心をもち、

活動への参加を進めま

す。 

行政 地域 市民 

地域福祉を担う人材の

確保・育成とともに、

ボランティア活動等へ

の支援を進めます。 

地域活動やボランティ

ア活動に興味をもつ人

等への参加の呼びかけ

を進めます。 

地域福祉を担う人材を育成し、ボランティア活動等の活性化を進めます。 
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 市の主な取り組み 

 

①【重点施策】地域福祉の核となる人材の育成 

○地域福祉を推進するボランティアや地域の福祉人材の育成講座を開催し、市民主体

の地域福祉推進に向けた人材育成を進めます。 

[担当課等] 

・障がい福祉課 ・高齢者福祉課 ・子育て支援課 ・生涯学習課  

・社会福祉協議会 

 

 

② 民生委員・児童委員の充実 

〇地域福祉の一翼を担う民生委員・児童委員の充実に向け、委員候補者の発掘に取り

組みます。また、民生委員・児童委員を各地区に適正に配置し、民生委員・児童委員

の定数や地区割りの見直し等、活動しやすい環境づくりを進めます。 

[担当課等] 

・社会福祉課 ・子育て支援課 

 

 

③ 市民活動への支援やコーディネート 

〇市民による福祉ボランティア活動の推進に向け、ボランティアセンター機能を強化

し、ボランティア団体に関する情報提供をはじめ、ボランティアに関する相談、参加

促進等の支援に取り組みます。 

[担当課等] 

・社会福祉協議会  

 

○市民活動に関する情報提供や活動場所の提供に加え、相談支援や講座等の実施によ

り、地域における市民活動の活性化を支援します。また、地域福祉の推進の観点か

ら、地域課題の情報共有に努めます。 

[担当課等] 

・社会福祉課 ・市民活動推進課 ・社会福祉協議会  

 

○住民主体で健康づくり・地域づくりを行う「いんざい健康ちょきん運動」の活動に対

する支援に取り組みます。 

[担当課等] 

・高齢者福祉課  
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基本目標２ 支援が必要な人への体制づくり 

 

（１）地域福祉支援ネットワークの構築 

 

 現状と課題 

 

●地域共生社会の実現に向け、これまでの制度で対象とならなかった方への対応の在り

方をはじめ、「住民に身近な圏域」において、住民が主体的に地域生活課題を把握し解決

を試みることができる環境整備や地域生活課題に関する相談を包括的に受け止める体

制整備等が重要とされています。 

●アンケート結果では、身近な地域で気になること、問題と感じることについて、「高齢

者の見守りや高齢者世帯への支援が必要と思われるケースがみられる」をはじめ、「子ど

もの見守りや子育て世帯への支援が必要と思われるケースがみられる」、「障がいのある

人に対する理解や支援が必要と思われるケースがみられる」、「外国人のトラブルや外国

人世帯への支援が必要と思われるケースがみられる」ことが挙げられていることから、

高齢者をはじめ、子ども、障がい者、外国人等の支援を必要とする人に対する把握や支

援につなげる体制の整備が重要と考えられます。 

 

 

本市の取り組みにおいては、地域における包括的な支援体制の整備が必要とされてい

ます。また、今後の取り組み課題として、庁内各課や関係団体との分野横断的な連携強

化をはじめ、支援を必要としている人の情報把握や、支援への繋げ方等の検討が求めら

れています。 

 

 

 地域の目指す姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

支援が必要な人に気

づいた場合に、市や

関係団体に連絡する

ことを目指します。 

行政 地域 市民 

地域における包括的な

支援に向け、体制整備

等を進めます。 

関係団体との連携を強

め、支援が必要な人や

生活課題の把握を進め

ます。 

地域の資源が分野横断的につながり、 

支援体制が充実した地域づくりを進めます。 
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 市の主な取り組み 

 

①【重点施策】地域包括支援体制の確立 

○地域の関係団体等による分野横断的な支援体制について検討を進め、地域内におい

て課題解決を図ることのできる地域福祉支援ネットワークの構築に取り組みます。

また、ネットワーク構築と併せて、日常生活や支援体制とリンクした圏域のあり方

について検討を行います。 

 

 [担当課等] 

・社会福祉課 ・関係各課 ・社会福祉協議会   

  

 

② 社会福祉協議会等の関係団体との連携強化  

○住民が主体的に地域生活課題を把握し、解決を試みることができる環境整備を推進

するため、社会福祉協議会等の関係機関との連携を一層強化し、活動の支援に取り

組みます。 

[担当課等] 

・社会福祉課 ・社会福祉協議会  

 

○既存の制度では対応が困難な地域生活課題の解決に向け、社会福祉法人が行う「地

域における公益的な取り組み」をより一層推進するため、全国各地で展開されてい

る活動の情報提供や活動支援を行います。 

[担当課等] 

・社会福祉課   

   

 

③地域での見守り・孤立化防止対策の推進 

○地域における高齢者等の孤立化防止や地域課題の早期発見等に向け、民生委員・児

童委員を中心とした地域での見守り活動や地域住民による安全パトロール活動を充

実させるとともに事業所との連携により地域見守り力の強化を図ります。  

  [担当課等] 

・社会福祉課 ・高齢者福祉課 ・子育て支援課 ・社会福祉協議会   
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（２）相談体制・情報提供体制の充実 

 

 現状と課題 

 

●地域共生社会の実現に向け、多機関の協働による市町村における包括的な相談支援体

制の構築や、福祉サービスを必要とする地域住民に対する相談支援体制の整備等が重要

とされています。 

●アンケート結果では、本市の福祉サービスで重要なことについて、「気軽に困りごとを

相談できる相談窓口の充実」が上位に挙げられているとともに、団体が地域福祉を推進

していく上で重要なことについても、「気軽に応じることのできる相談体制の充実」が上

位になっていることから、気軽に相談できる相談体制の充実が必要と考えられます。ま

た、本市の福祉サービスで重要なことについて、「福祉・介護サービス等に関する福祉情

報の充実」が最上位となっていることから、福祉関連サービスの情報提供の充実が必要

と考えられます。 

 

 

本市の取り組みにおいては、誰でもが気軽に相談することのできる包括的な相談支援

体制の構築とともに、わかりやすく、安心して福祉サービス等が利用できる情報提供の

充実が必要とされています。また、今後の取り組み課題として、総合相談窓口の設置に

向けた体制整備とともに、福祉サービスの情報提供について、関係機関と連携した周知

方法の検討等が課題とされています。 

 

 

 地域の目指す姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援やサービスが必要

な場合に、一人で悩ま

ず相談できることを広

めます。 

行政 地域 市民 

相談しやすい体制の整

備と福祉サービスに関

する情報提供の充実を

進めます 

地域住民に対し、相談先

や福祉サービスに関する

情報提供を進めます。 

相談しやすく、必要な情報やサービスが受けられる地域づくりを進めます。 
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 市の主な取り組み 

 

①【重点施策】福祉総合相談窓口の設置 

○地域における課題が複雑化する中、誰もが相談しやすく、そして適切に支援を受け

られるよう、包括的な福祉総合相談窓口の設置に取り組みます。 

[担当課等] 

・社会福祉課 ・関係各課  

  

 

② 福祉サービス等に関する相談・情報提供体制の充実  

○高齢者や障がい者、子育て家庭等が抱える、様々な福祉に関する困り事を気軽に相

談できるよう、地域包括支援センター・障害者相談センター・子育て世代包括支援セ

ンターなどの各種相談窓口の役割や機能に関する周知及び利用促進に取り組むとと

もに、分野横断する課題についても、各窓口の連携によって、支援につながる情報提

供や相談体制づくりに取り組みます。 

[担当課等] 

・社会福祉課 ・高齢者福祉課 ・障がい福祉課 ・子育て支援課  

・市民活動推進課 ・健康増進課 ・指導課 

 

○市民によって、希望する情報の内容や情報を得る手段が異なることに対応できるよ

う、広報紙やホームページ、各種パンフレット等多様な媒体の活用を行い、福祉に関

する情報をわかりやすく適切な手段で入手できるよう、情報発信の充実に取り組み

ます。 

  [担当課等]  

・社会福祉課 ・高齢者福祉課・子育て支援課 ・障がい福祉課 ・保育課  

・健康増進課 ・秘書広報課 ・社会福祉協議会 

  

 

③ 専門知識をもつ人材の確保 

○様々な相談に迅速かつ横断的に対応できる相談体制を確保するため、各種研修の実

施や参加促進を通じて相談員等のレベルアップを図ります。 

［担当課等］ 

・社会福祉課 ・高齢者福祉課 ・子育て支援課 ・障がい福祉課  
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（３）市民ニーズに応える福祉サービスの充実 

 

 現状と課題 

 

●支援を必要とする人が適切な福祉サービスを利用することができるための仕組みの

確立とともに、サービス評価の開示やサービス内容の周知等による利用者の適切なサー

ビス選択の確保が重要とされています。 

●アンケート結果では、福祉の取り組みに関する重要度について、重要度が「高い」と

「やや高い」の合計では、「必要な人への福祉サービスが充実したまちづくり」が市民・

団体ともに上位であるとともに、印西市の福祉サービスで重要なことについても、「一人

ひとりの状況や希望に対応したきめ細かい福祉サービスの充実」が上位となっています。 

 

 

 

本市の取り組みにおいては、市民ニーズに対応した福祉サービスの充実とともに、質

の向上に向けたサービス提供が必要とされています。また、今後の取り組み課題として、

サービス事業者の財務諸表等に関する情報公開の強化やサービス利用者の状況把握等

が求められています。 

 

 

 地域の目指す姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援を必要とする人に

対応した福祉サービス

があることの理解を深

めます。 

行政 地域 市民 

市民ニーズに対応した

福祉サービスの充実と

サービス提供の質的向

上を進めます。 

支援を必要とする人に

対応した福祉サービス

があることを地域住民

に広めます。 

支援を必要とする人が、安心して利用できる福祉サービスの充実を進めます。 
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 市の主な取り組み 

 

① 高齢者福祉サービスの充実 

○「高齢者福祉計画及び介護保険事業計画」に基づき、支援を必要とする高齢者等が住

み慣れた地域で安心して暮らせるよう、在宅福祉サービスや介護保険サービス等の

充実に取り組みます。 

[担当課等] 

・高齢者福祉課 

 

 

② 障がい福祉サービスの充実 

○「障がい者プラン（障害者基本計画・障害福祉計画）」に基づき、地域生活支援拠点

等の整備をはじめ、障がいのある人の福祉サービス基盤や自立支援等の充実に取り

組みます。 

[担当課等] 

・障がい福祉課 

 

 

③ 児童福祉サービスの充実 

○「いんざい子育てプラン（子ども・子育て支援事業計画）」に基づき、地域子育て支

援拠点をはじめ、放課後児童クラブ、乳児家庭全戸訪問等地域における子育て支援

の充実とともに、経済的な理由や家庭環境等によって困難を抱える子ども等への支

援の充実に取り組みます。 

[担当課等] 

・子育て支援課 ・健康増進課 ・保育課 

 

 

  



30 

 

④ 福祉サービス等の質的向上 

○市民が安心して福祉サービスを利用できるよう、社会福祉法人等を対象とした指導

監査の実施とともに、財務諸表等に関する情報公開の強化や、サービス事業者に対

し公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から評価する第三者評価制度

の活用の推進に取り組みます。 

[担当課等] 

・社会福祉課 ・高齢者福祉課 ・障がい福祉課 ・保育課 

 

〇福祉サービス事業者等と連携し、サービス利用者の状況把握を行うとともに、福祉

サービスを必要とする高齢者や障がいのある人、子育て家庭のニーズに対応した適

正なサービス量の提供やより良いサービスの提供に取り組みます。 

[担当課等] 

・障がい福祉課 ・高齢者福祉課 ・子育て支援課 ・保育課 
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基本目標３ 安全・安心が実感できる環境づくり 

 

（１）地域ぐるみでの防災・防犯体制の構築 

 

 現状と課題 

 

●災害対策基本法により、市町村に「避難行動要支援者名簿の作成」が求められるとと

もに、地域共生社会の実現に向けては、避難行動要支援者の把握及び日常的な見守り・

支援の推進方策が重要となっています。 

●アンケート結果では、身近な地域で気になること、問題と感じることについて、「災害

等非常時の協力体制が不安（災害意識の希薄さ含む）」が、市民、団体ともに上位に挙げ

られています。また、福祉の取り組みに関する重要度についても、重要度が「高い」と

「やや高い」の合計では、「地域における防犯が充実したまちづくり」と「地域における

防災活動が充実したまちづくり」が、市民・団体ともに上位に挙げられていることから、

防災と防犯に向けた取り組みは重要と考えられます。 

 

 

本市の取り組みにおいては、安心して暮らせるまちづくりに向け、災害時に対応でき

る体制づくり等による防災とともに、防犯が充実したまちづくりの推進が必要です。ま

た、今後の取り組み課題として、避難行動要支援者の具体的な避難方法の作成とともに、

見守りの方策等に関し、民生委員・児童委員及び関係部署との協議等が必要となります。 

 

 

 地域の目指す姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

防災訓練に参加す

る等、日頃から災害

等に対応した準備

を進めます。 

行政 地域 市民 

関係団体等と連携し、

災害や犯罪に備えた体

制づくりを進めます 

災害や犯罪に対する

意識啓発や防災訓練

への参加促進等を進

めます。 

災害の被害や犯罪の起きない地域づくりを進めます。 
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 市の主な取り組み 

 

①【重点施策】避難行動要支援者対策の推進 

○災害時における人的被害を最小限とするため、「避難行動要支援者避難支援計画」に

基づき、避難行動要支援者名簿の作成や地域の避難支援関係者による支援体制づく

りを進めます。 

[担当課等]  

・社会福祉課 ・障がい福祉課 ・高齢者福祉課 ・子育て支援課 ・健康増進課 

・防災課 

  

 

② 自主防災活動等の推進 

○災害発生時における地域での避難支援体制を確立するため、自主防災組織の設置へ

の支援を行うとともに、自主防災組織運営の知識の啓発・普及活動や各組織代表を

対象とした研修会の開催、指定避難所単位での自主防災組織同士の連携、自主防災

組織の活動に対する支援等に取り組みます。 

 [担当課等]  

・防災課  

 

○各家庭の防災対応力の充実に向け、総合防災ブックやハザードマップの配布をはじ

め、広報やホームページ、出前講座等による情報提供・意識啓発に取り組みます。 

［担当課等] 

・防災課  

 

〇外国人に対応した多言語版総合防災ブックの配布とともに、多言語版避難場所案内

板の設置に取り組みます。 

［担当課等] 

・防災課  

 

 

③ 福祉避難所の充実 

○災害時において、要介護者や障がいのある人などの支援を必要とする人たちが、福

祉避難所において安心して避難生活が送れるよう、必要備品等の確保に取り組むと

ともに、協定を締結している市内施設との連携を強化します。 

[担当課等] 

・防災課 ・社会福祉課 ・高齢者福祉課 ・障がい福祉課 ・子育て支援課 
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④ 地域における防犯体制の強化 

○犯罪による被害の未然防止に向け、市民安全情報の配信とともに、高齢者を中心と

した防犯講話の実施に取り組みます。また、警察と連携した情報提供や合同パトロ

ールの実施に取り組みます。 

   [担当課等]  

・市民活動推進課  

 

○犯罪の抑止に向け、生活道路や公共施設、学校周辺等への防犯灯や防犯カメラ等の

防犯設備の設置を進めます。 

[担当課等]  

・市民活動推進課  

 

○犯罪被害者等を支援する社会環境の充実を図るため、犯罪被害者への支援や民間支

援団体への支援を進めるとともに、市民の理解を深めるための啓発活動に取り組み

ます。 

[担当課等]  

・市民活動推進課  
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（２）誰もが暮らしやすい生活環境づくり 

 

 現状と課題 

 

●高齢者や障がいのある人をはじめとして、すべての人が地域において安全に、そして

安心して生活・外出できるようになるためには、施設や設備といったハード面のバリア

フリー化、ユニバーサルデザイン化を推進する必要があります。 

●本市においては、外国人人口の増加と定住化が進む中、「印西市国際化推進方針」を策

定し、日本人と外国人が互いの文化を認め合い、共に歩める多文化共生社会づくりを進

めています。 

●アンケート結果では、身近な地域で気になること、問題と感じることについて、「交通

等の移動手段や高齢者等の買い物弱者の問題」が、市民、団体ともに上位となっていま

す。また、福祉の取り組みに関する重要度について、重要度が「高い」と「やや高い」

の合計では、「外出しやすい環境や支援が充実したまちづくり」が上位にあることから、

外出しやすい環境や支援の充実が重要と考えられます。 

 

 

本市の取り組みにおいては、高齢者や障がいのある人をはじめ、外国人等誰もが暮ら

しやすい生活環境づくりの推進が必要です。また、今後の取り組み課題として、移動困

難者の移動手段の確保に向けた検討等が必要となります。 

 

 

 地域の目指す姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

高齢者や障がいのあ

る人、多文化共生等

についての理解を深

めます。 

 

行政 地域 市民 

高齢者や障がいのあ

る人、外国人等への

支援の検討等を進め

ます。 

 

高齢者や障がいのある

人、外国人等に関する

情報発信や交流の場の

提供等を進めます。 

 

誰もが暮らしやすい生活環境づくりを進めます。 
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 市の主な取り組み 

 

① 【重点施策】外出しやすい環境づくりの充実 

○ふれあいバスや路線バス等の市内公共交通機関について、「地域公共交通計画」に基

づき、関係者間の連携強化を図るとともに地域社会の活力の維持・向上のための面

的な公共交通ネットワークの再構築を図ります。 

[担当課等] 

・交通政策課  

 

○食料品等の日常の買い物が困難な状況に置かれている「買物弱者」に対する支援の

あり方について、市域の状況等も踏まえ、検討に取り組みます。 

[担当課等]  

・関係各課 

 

○移動が困難な高齢者や障がいのある人に対し、目的に適応する送迎サービスの実施

に取り組みます。 

[担当課等]  

・社会福祉課 ・障がい福祉課 ・高齢者福祉課  

 

 

② バリアフリー・ユニバーサルデザインの推進  

○市民が安心して使用できるよう、バリアフリーやユニバーサルデザインを取り入れ

た市道や公園等の整備に努めます。また、開発事業者に対して、バリアフリー・ユニ

バーサルデザインに配慮するよう指導していきます。 

[担当課等] 

・建設課 ・都市整備課 ・土木管理課 ・開発指導課 

 

〇大規模改修等に伴う公共施設のバリアフリー化・ユニバーサルデザイン化に取り組

みます。 

  ［担当課等］ 

・関係各課 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

③ 多文化共生への対応 

○「印西市国際化推進方針」に基づき、国籍や文化の違う人同士がともに安心して暮ら

すことができるよう、市民に対する多文化共生の意識啓発や児童・生徒の国際理解

教育、公立保育園における外国人講師との交流等に取り組みます。 

[担当課等] 

・企画政策課 ・保育課 ・関係各課 

 

○外国人が安心して生活できるよう、子育て、健康等をはじめ、生活に関する課題を解

決できる相談支援の充実を図ります。 

[担当課等] 

・企画政策課 ・子育て支援課 ・健康増進課 ・市民課  
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（３）市民一人ひとりの人権が尊重・擁護され安心して暮らせる環境づくり 

 

 現状と課題 

 

●生活困窮者自立支援法や成年後見制度の利用の促進に関する法律が施行される等、生

活困窮者や、認知症高齢者等の判断能力が不十分な人に対する横断的な支援体制づくり

等が重要とされています。また、高齢者、障がいのある人、児童に対する虐待、女性へ

の暴力についての統一的な対応や自殺対策の展開も求められています。 

●アンケート結果では、身近な地域で気になること、問題と感じることについて、「子ど

もや高齢者などへの虐待やひきこもりなどを懸念するケースがみられる」が挙げられて

いることから、虐待等に関するきめ細やかな支援体制づくりが必要と考えられます。 

すべての人々が人権を享有し、平和で豊かな社会を実現するためには、お互いの人権

を尊重し合うことが必要です。 

 

 

本市の取り組みにおいては、市民一人ひとりが権利擁護や人権についての理解を深め、

誰もが安心して暮らすことのできる環境づくりが必要です。また、今後の取り組み課題

として、市と社会福祉協議会が連携し、中核機関の機能を段階的に構築する等成年後見

制度の利用促進を強化していくことが求められています。また、虐待防止に向けては、

関係機関との連携強化や専門性のある人員の確保等が必要となります。 

 

 

 地域の目指す姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

権利擁護や人権につい

ての知識・理解を深め

ます。 

行政 地域 市民 

権利擁護や人権につい

ての意識啓発や支援体

制づくり等を進めます 

権利擁護や人権につい

ての市民への情報提供

と支援が必要な人の見

守り強化を進めます。 

市民の権利擁護や人権について知識・理解を深め、 

誰もが安心して暮らすことのできる環境づくりを進めます。 
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 市の主な取り組み 

 

①【重点施策】成年後見制度の利用促進 

○「成年後見制度利用促基本進計画」に基づき、制度の周知や利用促進とともに、中核

機関の設置等の体制づくりに取り組みます。 

[担当課等] 

・社会福祉課 ・高齢者福祉課 ・障がい福祉課 ・社会福祉協議会  

 

 

②【重点施策】生活困窮者等の自立支援の推進  

○生活困窮者等の自立支援に向け、ワーク・ライフサポートセンターを中心として、生

活困窮者等の状況把握と課題を整理する自立相談支援をはじめ、就労準備支援、家

計相談支援等に取り組みます。 

  [担当課等] 

・社会福祉課  

 

 

③ 虐待防止対策の推進 

○子ども虐待防止対策協議会や高齢者虐待防止ネットワーク連絡協議会等による関係

機関との連携や情報共有を図りながら、虐待防止対策を推進します。 

  ［担当課等］ 

・子育て支援課 ・高齢者福祉課 ・健康増進課 ・指導課  

  

○子どもや高齢者、障がいのある人等に対する家庭内暴力や虐待の通報への対応や相

談体制の整備に取り組みます。 

  ［担当課等］ 

・障がい福祉課 ・高齢者福祉課 ・子育て支援課 ・健康増進課  

 

○警察、医療機関、行政機関等が連携し、家庭内暴力・虐待被害に対応できるよう、体

制の強化を図ります。 

［担当課等］ 

・障がい福祉課 ・高齢者福祉課 ・子育て支援課 ・市民活動推進課 
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④ 自殺対策の推進 

○「自殺対策計画」に基づき、地域における自殺対策のネットワーク構築をはじめ、自

殺対策を支える人材の育成、市民への意識啓発等の推進等に取り組みます。 

[担当課等] 

・健康増進課 ・関係各課  

 

 

⑤ 人権尊重・擁護の推進 

○「印西市男女共同参画プラン」に基づき、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も

分かち合い、性別にかかわりなく個性と能力を十分に発揮できる社会の実現に向け

た取り組みを進めます。また、すべての人々の人権が尊重され、相互に共存し得る平

和で豊かな社会を実現するため、人権擁護委員と連携を図り、人権擁護活動に取り

組みます。 

[担当課等]  

・市民活動推進課  

 

〇市民一人ひとりが障がいや障がいのある人への正しい理解を深め、障がいのある人

が差別を受けることがなくなるよう市民の意識啓発活動に取り組みます。 

  ［担当課等］ 

・障がい福祉課  
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(白地) 
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第２編 印西市成年後見制度利用促進基本計画 
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第１章  計画の策定にあたって 

 

１ 計画策定の背景 

平成１２年４月から新たな成年後見制度が開始されましたが、それまでは、１００年

以上も前に設けられた禁治産、準禁治産の制度が継続されていました。禁治産、準禁治

産は後見人等の届出等により戸籍に記載されるなど様々な問題点が指摘された利用し

にくい制度でした。 

そこで、平成１２年の介護保険制度の開始と共に、措置から契約の時代となり、これ

に合わせた形で、新しい成年後見制度がスタートしました。 

これまでの成年後見制度は、急速に進む高齢化への対応、知的障害のある人や精神障

害のある人等の福祉の充実の観点から、自己決定権の尊重、残存能力の活用、ノーマラ

イゼーションなどの理念が反映された制度ですが、実態としては成年後見制度改革の趣

旨に基づいた十分な利用がなされていないことから、国では、成年後見制度の利用の促

進について、その基本理念を定め、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的か

つ計画的に推進することを目的として、平成２８年５月に「成年後見制度の利用の促進

に関する法律」を施行しました。 

平成２９年３月には、成年後見制度の利用の促進に関する法律第１２条第１項の規定

に基づき、国により成年後見制度利用促進基本計画が策定されました。市町村において

は、国が定める基本計画を勘案して、成年後見制度の利用の促進に関する施策について

の基本的な市町村計画を定めるよう努めるものとされています。 

 

２ 計画の趣旨・位置づけ 

印西市成年後見制度利用促進基本計画は、様々な地域生活課題を抱えながらも権利利

益が守られ、地域で自分らしく暮らしていけるよう、地域住民等が互いに支えあう地域

をともにつくっていくことができる「地域共生社会」の実現に向けて、包括的な支援体

制を整え権利擁護の推進をはかるため、地域福祉計画と一体的に策定します。 

本計画は、上位計画である印西市地域福祉計画との整合を図るとともに、印西市高齢

者福祉計画及び介護保険事業計画、印西市障がい者プラン(印西市障害者基本計画、印西

市障害者福祉計画)において施策を展開します。 

なお、本計画は、令和元年度に弁護士、司法書士、社会福祉士、地域包括支援センタ

ー、障害相談センター等の専門職を構成員に、オブザーバーとして家庭裁判所にもご参

加いただいた印西市成年後見制度利用促進に係る意見交換会での意見及び提案をもと

に作成した「印西市成年後見制度利用促進に係る意見交換会のまとめ」に基づき策定し

ます。 
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３ 計画の期間 

本計画は、令和３年度を初年度とし、令和７年度までの５年間を計画期間とします。

なお、計画期間中は、第４次印西市地域福祉計画、第８期印西市高齢者福祉計画及び介

護保険事業計画、印西市障害者プラン（第４次障害者基本計画・第６期障害福祉計画）

との整合を図りながら、進捗状況や社会情勢の変化等に応じて必要な見直しを行います。 

 

 

 

 

  

計画名 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

地域福祉計画 
      

成年後見制度 

利用促進基本計画 

      

高齢者福祉計画 

及び 

介護保険事業計画 

      

障害者基本計画 

障害者福祉計画 

      

第３次 第４次地域福祉計画 

成年後見制度利用促進基本計画 

第８期 

第４次・第６期 

第７期 

第３次
第５期 

第９期 

第５次・第７期 
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第２章  計画の考え方と施策の展開 

 

１ 印西市の現状と課題 

市の高齢化率は県内では３番目に低く、人口も伸びている状況ですが、高齢化率は介

護保険制度が始まった平成 12 年の 11.9％から約 20 年経過した令和元年には 22.4％

と超高齢社会になっており、高齢者人口推計では、今後も高齢化率は上昇していくこと

が見込まれています。 

また、認知症の人や障害者手帳を所持している人も増加しており、権利擁護支援を必

要とする人も今後増加することが予想されます。 

市では、これまで成年後見制度の利用促進を図るため、成年後見制度の利用が必要で

あっても申立て者がいない場合における市長による申立て、成年後見人等へ報酬を助成

する成年後見制度利用支援事業及び成年後見制度周知事業等を実施してきました。 

しかし、第８期高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定のためのアンケートにおい

て、成年後見制度を理解している人は 16.4％という結果となり、制度周知を含めた利

用促進の取り組みが求められます。 
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２ 印西市が目指す権利擁護支援 

権利擁護支援のためには、権利擁護を必要とする人が、成年後見制度を自分らしい生

活を守るための制度として利用できるよう、保健・医療・福祉の連携に司法も含めた地

域連携ネットワーク（下図参照）を構築することが必要とされています。  

地域連携ネットワークは、広報機能・相談機能・利用促進機能・後見人支援機能があ

り、この地域連携ネットワークを構築するための構成要素として「チーム」「協議会」「中

核機関」があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市では、中核機関に必要とされる４つの機能（広報機能・相談機能・成年後見制度利

用促進機能・後見人支援機能）を、市が主体となって整備を進め、段階的に権利擁護支

援の地域連携ネットワーク構築に取り組んでいきます。 
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３ 基本理念 

 

 

 

 

 

 

高齢化や知的障害等による認知機能の低下等により判断能力が不十分になっても、本

人の意思や尊厳を尊重し権利行使や権利を守り実現することができるように成年後見

制度の利用を促進していくことは、支援を必要とする人にとって重要です。 

市は、成年後見制度の周知及び利用促進を図り、住み慣れた地域における人と人との

つながりあいの中で、誰もが安心した生活を送ることができるまちづくりを進めていき

ます。 

 

４ 基本目標 

基本目標１ 必要な人がむすびつく 

支援を必要とする人たちの成年後見制度利用が促進されるよう、また、地域の人たち

の権利擁護に対する意識を高められるよう、制度の広報・周知を図ります。 

また、支援を必要とする人たちや生活に不安を抱える人たちの受け皿となる相談窓口

の周知及び機能充実を図ります。 

 

基本目標２ 必要な支援につながる 

相談にむすびついた人が、必要となる支援を埋もれることなく受けられるよう、既存

の保健・医療・福祉に司法も含めた権利擁護の視点から支援内容を検討する組織を整備

し、制度の適切な活用を推進することができる体制づくりを進めます。 

 

基本目標３ 安心して生活できる体制づくり 

その人らしく安心して生活していく上で、地域の気づき、見守りのネットワークや、

市民後見人等の存在は欠かせません。また後見人等だけでなくチームで被後見人等に関

わる体制を整え地域の支えあいにより支援が継続されるよう地域連携ネットワークの

構築を進め、権利擁護支援が適正に行えるよう取り組んで行きます。 

 

 

 

 

権利利益を守り、自分らしい生活を継続できる 

支えあいのまちを目指して 
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５ 施策の展開 

 

【基本目標１】 必要な人がむすびつく 

基本施策 施策の方向性 

（１）広報機能の充実 

 成年後見制度は生活を守り権利を擁護するための方

法であることを、様々な媒体を活用して広く周知啓発

を行っていきます。また、支援が必要となる人を発見し

支援につなげていくために発見機能を強化するととも

に、相談窓口の周知を行います。 

（２）相談窓口機能の強化 

成年後見制度に関する各相談窓口が、様々な情報等

を把握し連携を図ることにより、相談に対し適切な助

言及び情報提供を行い、必要な支援につなげられるよ

う相談窓口機能の充実・強化を図ります。 

 

 

【基本目標２】 必要な支援につながる 

基本施策 施策の方向性 

（１）関係者支援方針会議

の開催 

関係者支援方針会議により、相談に対する対応につ

いて、司法関係者を含め、権利擁護の視点から必要な対

応を検討します。 

（２）申立てのできない人

への支援 

 判断能力が不十分で家族や親族から支援が受けられ

ない人に対して関係機関と情報共有を行い、市長申し

立ても含め、適切に制度利用が図られるよう支援しま

す。 

（３）後見人等の受任調整 

制度の利用が必要な人に対して、どのような支援が

必要か、課題は何か、後見人等にどのような支援を求め

るのか等、専門職も交えて整理し、後見人等候補者の受

任調整を行います。 
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【基本目標３】 安心して生活できる体制づくり 

基本施策 施策の方向性 

（１）地域連携 

ネットワークの構築 

 関係団体や専門機関で構成する地域連携ネットワー

クを構築し、地域資源を活用しながら継続的な支援を

行うことのできる仕組みづくりを進めていきます。 

（２）中核機関の設置 

 中核機関の設置に向け、中核機関が担う広報機能、相

談機能、成年後見制度利用促進機能及び後見人支援機

能を段階的に整備していきます。 

（３）後見人等支援機能の 

構築 

被後見人等が安心して生活でき、後見人等も孤立せ

ず支援ができるよう、「チーム」での支援体制を整え、

見守りや不正の防止を図ります。 

また、親族後見人等が相談できる体制も検討してい

きます。 

（４）市民後見人の養成 

被後見人等が住み慣れた地域で身近な人の支援を受

けながら、安心した生活を送ることができるよう、市民

後見人の養成を行います。 

（５）成年後見制度利用 

援助事業 

成年後見人等への報酬を負担することが困難な場合

であっても、その費用の一部を助成することによって、

必要な人が必要なときに成年後見制度を利用できるよ

う支援していきます。 

 

 

６ 計画の推進体制 

本計画を実行性のあるものとするため、令和３年度から令和７年度を計画期間とした

実施計画を策定し、ＰＤＣＡサイクルに沿って目標の達成状況を点検・評価するととも

に、必要に応じて見直しを行っていきます。 

 

 

 

 

 

 


